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社団法人 日本獣医師会 
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(公印及び契印の押印は省略) 

 

 

犬等の輸入検疫要領、係留中の身体障害者補助犬・災害救助犬の 

動物検疫所の敷地外への持ち出し許可要領の一部改正について 

 

このことについて、平成23 年４月１日付け22動検第1318 号をもって、農林水産

省動物検疫所長から別添写しのとおり通知があったのでお知らせします。 

このたびの通知の内容は、狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）及び家畜伝染病

予防法（昭和26年法律第166号）に基づく犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク（以

下、「犬等」）の輸出入検疫関係要領については、平成 16 年 11 月４日付け 16 動検第

845 号により、通知しているところ、今般、横浜本所の所管である東京出張所が羽田

空港支所に所管変更されることから、当該通知により定められた要領のうち、「犬等の

輸入検疫要領」を一部改正し、あわせて「係留中の身体障害者を補助する犬の動物検

疫所の敷地外への持ち出し許可要領」、「係留中の災害救助犬の動物検疫所の敷地外へ

の持ち出し許可要領」を、それぞれ一部改正したので、本会会員への周知を求めたも

のです。関係会員等への周知方お願いします。 

 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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